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鳥取県新型コロナウイルス感染症医療体制充実等補助金交付要綱の一部改正について 

（通知） 

 

日頃より、本県の感染症予防対策の推進に格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

この度、鳥取県新型コロナウイルス感染症医療体制充実等補助金交付要綱（令和２年７月９日付第

２０２００００９０５２５号鳥取県福祉保健部長通知。以下「要綱」という。）の一部を改正しました

ので通知します。 

なお、過年度分も含め、本補助金で整備した機器等については、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律等により、消耗品を除き財産の処分制限の対象となりますので、耐用年数満了までの

間、有効な利活用と適正管理をお願いします。 

（担当）感染症対策局感染症対策課 山本 （電話）０８５７－２６－７７３９ 

記 

第１ 要綱の一部改正内容 

（１） 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業及び新型コロナウイルス感染

症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業（設備整備等事業）につい

て、令和５年１０月１日から令和６年３月３１日までの補助対象経費等を次の通り定めた。 

ア 新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業 

・ 令和２年度から令和４年度まで又は令和５年４月１日から同年９月３０日までに本事業によ

る補助を受けた医療機関においては、要綱別表で定める対象経費のうち病棟単位（区画単位含

む）から病室単位による対応の変更に伴い新規に必要となる設備及び個人防護具以外は補助対

象外とする。 

・ また、個人防護具の補助対象期間は「新型コロナウイルス感染症の令和５年１０月以降の医療

提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」（令和５年９月１５日付厚生労働省新型

コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡）で定める病床確保の対象期間（オミクロン株に

よる感染拡大時のピークの入院者数の３分の１を超えた時点から３分の１を下回った時点ま

で。以下「病床確保対象期間」という。）に限るものとする。（当該病床確保対象期間が開始・

終了した場合には、本県のホームページ等でお知らせします。） 

・ 個人防護具の補助限度額の算定方法を明確化した。 

イ 新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業（設

備整備等事業） 

・ 令和２年度から令和４年度まで又は令和５年４月１日から同年９月３０日までに本事業によ

る補助を受けた医療機関においては、個人防護具以外は補助対象外とする。 

・ また、個人防護具の補助対象期間は病床確保対象期間に限るものとする。（当該病床確保対象

期間が開始・終了した場合には、本県のホームページ等でお知らせします。） 

・ 補助対象経費から、消毒経費を削除した。 

・ 個人防護具の補助限度額の算定方法を明確化した。 

（２） 上記改正内容は、令和５年１０月１日実施事業から適用する。 

 

第２ 令和５年１０月１日以降の補助対象経費に係る補助金交付申請については、令和６年３月８日

（金）までの間、随時、受け付けるものとする。 

 

・改正後の補助金交付要綱等は以下のページに掲載 

（新型コロナウイルス感染症医療体制充実等補助金の概要） 

https://www.pref.tottori.lg.jp/corona-iryoukikan/ 


